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【資料1ト  

特別用途食品 と は？  

特別用途食品制度  

の見直しについて  

乳児、幼児、妊産婦、病者などの発育、健康の保持・回復などに  
適するという特別の用途を表示Lて販売する食品を「特別用途食  
品」といいます。  

→＃居候盆眉食品る株鍬屠彦食品の一腰塁／です。  

特別用途食品として食品を販売するには、「特別の用途に適す  
る旨の表示」について厚生労働大臣の許可又は承認を受けなけ  
ればなりません（健康i曽進法第26条第1項、第29条第1項）。   

「特別の用途に適する旨の表示」とは、乳児、幼児、妊産婦、病  
者等の発育又は回復の用に供することが適当な旨を医学的、栄  
養学的表現で記載し、かつ、用途を限定したものをいいます。  

表示の許可に当たっては、許可基準があるものについてはその  
適合性を審査し、許可基準のないものについては個別に評価を  
行っています。   

平成20年10月24日（金）   

厚生労働省医薬食品局食品安全部  

基準審査課新開発食品保健対策室  

Ⅰ．特別用途食品制度の現状  



特別用途食品の許可区分  

病害用食品（許可基準聖）  
病毒用単一食品  

低ナトリウム良品  
低カロリー食品  
隆たんはく肇食品  
低（無）たんはく肇高カロリー食品  
高たんはく間食品  
アレルゲン除去食品  
無乳鞄食品  

病者用欄合わせ食品  
減塩食措製用組合わせ食品  
隠尿病食調製柏柏台れせ良品  
肝臓病壌調製用組合わせ食品  
成人肥満症食桐禦悶絹看わせ食局  

病毒用食品（個別評価望）  

妊産品、授乳娠用粉乳  

乳児用臍製粉乳  

高ぶ竜用食品  
そしや＜困難弓用食品  
そしや＜・えん下因  

特定保t用良品（個別辞範型）  

，‾・  ＝  賽示餅可件数  
低ナトリウム食品  128  

病  低カロリー土品  38  

低たんばくF食品  15  

昔  旦－▲品                             低（七）たんばくF書カロリー食品  

特  
6  

蔦たんIfく質量品  7  

用  アレルゲン持去食品  30  

別  ■乳■食品  3  

食  減壇貪■銀用鳩舎わせt品  

用  
○  

輪台わせ  226  

品   土品  肝■痍食■製用細合わせ食品  
途  

0  

成人■濃症食鋼製用組合わせ景品  5  

≡  」1■■■F  

食  
6  

乳児用食品  亨L児用打製粉乳  18  

妊塵岬用量晶  妊産婦、横手L■用粉乳  

品  
6  

書齢暑用量品  そしやく臣暮雪用量品  13  

そしやく・えん下由農事用食品  111 

小  針  （特定保ヰ用食品を除く）  512  

特 定 保 血 用 量 品  796  

合  計  T308  

B刊在  

特別用途食品制度の沿革  
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特別用途食品と栄養表示基準との比較  

＝ 一1積する莱集成分  

・i＝．．ニ・．    ∴  ．  索♯斬基準l■■■▲鱒恒†射   

御慶の寧的  覇書等の葉書瞥斗  儀■な人の償離任緯嘩遽   
一巨  

ナトリウム  dtの餌％以下で  

ぁること事   以下であることや   
カロリー  遇★の50％以下で  

ふること専   以下でぁろこと■   
たんばく月  適★の駒％以下で  3扁l州一当たり）  

あること雫   ！ス下て∧うこと雫   

：1■l  15ニり00手当たlり  

い下マムるこ上琴   
■倉にj■すも兵書用精鋼凧  

い下てちろこと零   
き壬ない＝と等  「軋t不耐庄に■ナる編著  

用精鋼■■暮£であもすl       ■q   5■り小ね当たり）  

リ1rでムること雫   

たんばく鱒  i占書の2隋以上で  

以⊥であ5こと鵡   

j欄‖■托  6111砂l当た口）  

l．【上てわること響   

tt   乙l鵬＝朴fちたlり  

以上てI．ろこと尋   

力几シウム  抑山江憫f当たウl  

LtLマムろこと等   

事軍手鋏  個別の大臣許可  なし   
戚夷★流i方法   病瞑の捜携薬局．医師等の紹介による通艦苓  一般のIi売店（久一′く－、コンビニ考古む）   

Ⅱ．新しい特別用途食品制度   
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特別用途食品制度のあり方に関する検討会  特別用途食品制度のあり方に関する検討会  

第1回 平成19年11月21日（水）  

鵬榔好ダ電．好が   

第2回 平成19年12月21日（金）  

虜棚Lた対象舶の．貞盛L   

第3回 平成20年1月29日（火）  

柳lらのと7仇ング   

第4回 平成20年2月5日く火）  
裾者への盾好を併相伴   

第5回 平成20年3月14日（金）  

中脾ゲ出め／ごつい乙磋幹  

平成20年3月26日（水）  

中間取りまとめを公表   

検計金屑儀の趣旨  
乎敵0年■4月以犀、沓ワーキング・タンん－   
プたおい確た潮抑射   

貫6回 平成20年6月5日（木）  

豪否体抑あ妨   

第7回 平成20年6月26日（木〉  
炭葺合好誉さ／ニついて一腹洋  

平成20年7月4日（金）   

特別用途食品制度のあり方に関する   
検討会報告書を公表  

特別用途食品（特定保健用食品を除く。）に関する制度は、  
乳幼児、妊産婦、病者等の発育、健康の保持・回復等に適  
するという特別の用途の表示の許可について定めたもので  
あり、健康増進法制定前の栄養改善法によって定められた  
枠組みが基本的に維持されたままとなっている。   

近年、高齢化の進展や生活習慣病の患者の増大に伴う医  
療士の増大とともに、医学や栄養学の著しい進歩や栄養機  
能表示制度の定着など、特別用途食品制度を取り巻く状況  
は大きく変化している。こうした状況の変化を踏まえ、改めて  
制度に期待される役割、許可の区分や審査方法、情報提供  
のあり方など今後の特別用途食品制度のあり方に関して検  
討を行うものとする。  

特別用途‘良品制度のあり方に関する検討会メンバー   
中 t 丘7月1台  

氏  名   現  職  

二犬t人由利子  

井上言文  

内田I建夫  

‡鹿川俊明  

小三也恭   

El中 庸冨】  （R才〉繕‡真予円万金緒‡左隣究戸斤顧問  

◎田呵，平三  

東洋■き宏   

中尾 俊之  東京旺雫斗大学腎臓l河手斗教I受  

⊂）中村 丁二欠  （社）日本栄モ士会食長  

言兵空事 弘昭  国際生命雫斗学研究1鰻I井手掃局長  

岸谷順子  

山田和彦   
申 僅】t   C卜l董■：代l言  
※菓子羊委Aは交代により繁6【亘lからメン′く－1第5【亘l手ては色反鳥l憂典委員亡  

特別用途食品制度のあり方に関する検討会報告書の概要   

特別用途食品制度（発朗、脚、痛着帯の発音、脚廃材・甜亭／こ茸〆るとい  
タ秩財の用崖の慶示の戯す棚について、高齢化の進展や生活晋Ⅷ病の増加、医  
学や栄事学の進歩や菓兼職能表示制度の定曽等の状況の変化を踏まえ、対象者   

の栄養管理に適切な食品が供給されるため制度のあり方について見直し  

1体的な見遺し内容  

現況に応じた制度の役割  
（1）対家食品の範囲の見直し  

細身点者舶（助ノ≠鰯舶／こ好厨〝／ナ  

♂癌首席ゼ一郎と州柵示の／鮮度さ財  

♂病者用紺碧わせ倉品を宅配栄さ婚封／こよる書留  

鋤槻の．屠軋  

（2）対象者への適切な情報提供   

風紋御士苧による」好打細君舶の慮倉吉庚好   
一足の広‘き古gあ名こと等盲媚比．躍の蹴ぎ虐1カる  

特別用途食品は、通常の食  
品では対応困難な特別の用  
途を曇示するもので、対象者  
の適切な食品選択を支援す  
る有力な手段  
高齢化の進度に伴い、在宅  
環事での適切な葉書管理を  
持続できる体制づくりが必要  
制度の旺知度を高め、必要  

（3）手査体制の強化  

点ガ広〉産卵‥栄粛∃  
な食品の詫遇を図るべき  

※健康増進法に基づく特別用途食品の審査・許可は、新たに創設される消費者庁が所管する予定   

山＿＿－＿＿  



新しいニーズに対応した特別用途食品制度の役割   

抒劇用途．倉品ば、適者の食品でば対応力髄を株邸  
のノ智彦安泰示す石るので諺り、対象とをる者仁十分ー認知  
きわカぱこ盾弥生倉題選灰を．安居す思有力を手虜  

今鎗膚齢化ノが産屋す名車で∴を宕療蕃／二お〝る適切を  
．若き許曹を棚できる肺尉ゴぐ瑳カモ好められて‾おり、御  
用透舶るこぅLたニーズ人の劇傍杖対応が必要  

併せこ許可の対象となる鮎の願囲／ニつい丁、省一穿  
食品のっ秋野緒／〃乙㈲倉上宗ガ／こ要点化ぎノ野石べ  
き  
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i  

病者用量品  D  病者用食品        ［豆表表口 低たんばく草食晶 アレルゲン幹去1品 ■乳■▲晶   二：1甘   ＝こ珊‾・ノ■、ブ1■ ［忘ii這］  
妊産婦、搾乳婦用粉乳  妊産婦、授乳婦用粉乳  

乳幼児用礪整粉乳  乳幼児用桝整粉乳  

えん下困難着用食品  
Z2   

そしやく・えん下困紐署用食品  
高齢者用食品      ■Fl伽川削腋■鐸‖■月  

審査体制のあり方  

特別用途食品については、乳児や病者など特別の用途のためのもので  

あるので慎重な審査が要請され、特に個別評価型病者用食品については、  

最近の医学、栄養学的知見に沿ったものとなるよう審査体制の強化を図る  

べき   

※ 健慮増進法に基づく特別用途食品の芋査・許可は、新たに創設される消阜者庁が所管  

する予定  

．倉品群ことの異郷椎掛の貞汀こついて甘、好碧菖  

の劇扉若メ野参ノ野下さい。   
＝＝＞  
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【lは康増進さ去】  

表示基準の企画立黒、幸A行は、消費者庁に移智する。  

消】賢者庁は、表示基≧華の策定・改正に当ナ＝つては、厚生労け力省  

に†崩き鼓する｛  

4寺別用途表示の市費・許可は、消雲呑庁が所管する。  

消j壁看庁は、†寺別用途表示、栄養表示基準等に係る立入検査、   

1加告、収去及び命令、虚イ為・時夫な広告等の監視指導などの執行   

を所管する＝ その上で、消費者庁は、土也方l草生局長に佗限の→舎n   

を委†壬する．．  

i也方「畢生局長は．上…己に係る権【曝を行1吏した上あ合には、その内   

容を消≠生者庁に章良合するり  
なお．都連′何県無】事琴の権限（雪寺別用i会食品の収壬、立入‡黄査   

等）については、現行どおりとする。  

諸ほ下毛庁は、特別用i星表示のi午可及ひ収去を行った食品につい   

て＿ （独）同立1建確・美章彗研究所毒阜に拭里美を行オつせる。   

■Hn⇒T†〒戦の所鵬拍の相川モは・渦n椚の†員βからのヰの一味での「t〒級の哉正一の拠点  

排他I義が惰力な檀間と必巣な人れ聖職入るとともに・ど銅線ま雇センターの鰭化充興亡巾哩にし丁こ  

1t官乙▲盆【Bネ＿・トウー▼クが畢急に11禁書，1る必！■  

●斤l瓜l■の槽勒の■土塀的な瓢化穴袈l＝は．｛f壬雷の戸手1三きl＝モ什止椚る任用ゎが不『矢  

王．■l暮■－■t∫たT■′く曽6■■■u   

・疇輩曹の視点で政市壬仙を監楕し・li月経書き主役とする政府の柁bリ役」として∴】Ⅵ■月一之引は  
鮪たく▲！■ロ‖汁平日映りL・沖‖t千lこ安全℡心を峰lÅすると価■キl二胃華賢¶雪・≠1まイヒ  

義斤規繊は．以「‾の81市郎lを濡たすへ℡  

（1）J■‡一書にとって  、・、・土庄℡サイドかち；内線七 生語令サイドへの†九■の●五輪の象一  作事「ロ分かりや†い  輔力なIt帆と十1王．一兜○り懲口1●●t旭克と允（宍ロウ＿＿争E‖∵≠1■て “ウ‾熱し●｛★  
‾元▲り一古口、m†弓＿■月】■などの汎～lモI一つ．■量モー1号敵象▲■の『す†島  

■■繹t‖＝月り丘な爬椚■をbリ1Åう三重けを所管し．その他の；墓はも00与  

すさー的■1iへの，吋」石やI萬■斤的†ン▲■W体系の詮l■のナこめの■斥！主の≠l足  

ヽl■■llU・▲予●lt■l√、●・t■ ■l■■h■（r‥｛－▼、■●一－＝■rtI■い  

忘‾「＼  
カーメリソトき＋iナ  ⊇■砺でせる  

ー  
」」 ＿■  ■¶l■l■l＝L▲■11■Il】■■t■■し．tI■■  

M棚  

＼ ′・R∫t⇒Toつ丘≠から与■わなl汀エ■ブつを，モIl▼るI麟ヤl断lな7れ、●81轟  
＼、・円＝広明Ⅷへの半輪の中性や他方への用Ⅶ‖雪肌  

（釘カ）旺†主の疇膿   〉 斬和坤わt仰冨丁る市I方の地方における円滑かつ罰■夷な遭竹に▲己騙  
・†千鶴◆8－のh！大化曹l打かねよう 仇l■・】一員及tノー1声l■りせゑ 仇l■・ヰ霹l及tノー井き1■りヾえ  

ウl吾■■一■・月＝iし  

（1）‾一ヲt■勺な雷○■疇ロのl良■   
■ 地ブ一の5■】モ！とぎ舌センクー叫き幕●与謝正喜めすべての1Hf空電がIdl貞でざる一元81な書8】毘〉庄口と  
†血道1寸け、食l▲〉ネ・ソトウーークをI■見  

り●j■○）竜王■■ヰの∫t■■鼻一武■こついて，lt●M亡IADカり＝bj■■■間▲1年しl■モ1▲■1♂〉〃■ゝさ■．  
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御清聴ありがとうございました。  
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【資料2】  

厚生労働省  

特別用途食品説明会  新しい制度における特別用途食品  

（病者用食品）  

低たんばく質食品   

アレルゲン除去食品   

無乳糖食品   

総合栄養食品（濃厚流動食）   

臨床現場から見た特別用途食品について  
一慢性腎不全に対する低たんばく質食品の有用性を中心に－  

東京医科大学腎臓内科  

中尾 俊之  

新しい制度による特別用途食品   

●その食品がないと、生命に危険が及ぶ。  

●その食品がないと、健康維持や治療を  

進める上で特段な困難を生じる。   



新しい制度での特別用途食品  

「低たんばく質食品」  

［規格］  

1．たんばく質含量は、通常の同種食品の30％以下。  

2．エネルギー含量は、通常の同種食品と同程度かそれ以上。  

3，ナトリウム、カリウム含量は、通常の同種食品より多くない。  

［表示例］   

・「この食品はたんばく質の摂取制限を必要とする腎臓病  

患者に適しています。」   
・「腎臓病患者用食品」  など  

［食品形態］  

当面は主食類（米類、パン類、麺類）、粉製品に限られる  

慢性腎臓病  
（CKD：ChronicKidneyDisease）  

糖尿病性腎症  

慢性糸球体腎炎  

腎硬化症 

多発性嚢胞腎  

など全てのものを含む   

慢性腎臓病   
（CKD：ChronicKidneyDisease）   

●CKDは、末期腎不全となり透析療法が必要と  

なるリスクが高い。   

●CKDは、心血管障害と密接に関連し、リスク   

要因となっている。  
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新規透析導入患者の原疾患  
（2007年度：日本透析医学会調査）  

疾患名  人数   ％  

1．糖尿病性腎症  

2．慢性糸球体腎炎  

3．腎硬化症  

4．多発性嚢胞腎  

5，急速進行性腎炎  

6．ループス腎炎  

7．慢性腎孟腎炎  

8．移植後再導入  

9．悪性高血圧  

10．アミロイド腎  

15，75  43．4  

8，721 24．0   

3，631 10．0   

8Z9   乙3   

4（i7   1．3   

511   0．9   

266   0．7   

2（；2   0．7   

25ヱ・ 0，7   

1（；6   0．5   

わが国における慢性透析療法の現況 2007年12月31日  
（日本透析医学会調査による）   

患者数  

●総透析患者数 27万5千119人  

●人口100万対比 2，153．2人  

（日本人の464人に一人が透析患者）  

●新規透析導入患者の75歳以上の後期高齢者  
は全体の31．8％を占める   

透析方法  

血液透析 96．6％  

腹膜透析 3．4％  
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慢性腎不全に対する   

保存的食事療法   

●食塩制限  

●たんばく質制限  

●必要十分なエネルギー摂取  

CKDステージ4～5の末期腎不全で、   

GFRが低値になればなるほど  

保存的食事療法が有力な方法になる。   



Meta－analysts  Fouque，De（nl：Cochr。neRev．2006  

非糖尿病の慢性腎臓病に対するタンパク制限食の効果  たんばく制限による食事療法の分類  

分類  制限量  

R▼Y・t一 山pd…血tltOr【l相川e…l■Y山†■l■nn■∩■山山IK抽〟‖  
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加仙m畔【lRヤnJ【加点Il  

封l■リソ  b－叩t叩   H小FP・慎州  R－1山一VtR■止（R叩血r【）  

P51C【  
Wlul Rせl■・Y▼RllりR■－1118■可  

（l〉  ヾ5tCl  
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J■旧RO川ロー    】8尺01  コ丁／：Pq   

W胴肘Ml別l    に乃J  l】ロコ  

5血椚i叩51Cl）   ～5一  
下山一■∨…15－（止り〉r研一爪）TO（H帥打P…呵  手b三   

丁＝†lo「い小◆nu…几Y⊂lⅥ▼岬一－【＝l】丁一冊りp沌J□・－J□1  
T一穴†o「■∨・仁山t「h⊂l・185【■ロ」  
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l・‖vylpOO       －】だ5  け克5   

R01爪■nlg88     コロJl粥  コ〟lけ  

S■■山ボ■l叩5t C】）    コロ0  
丁酬11■Ⅵ川u＝‖＝レーp雨脚）丁＄tH■Oh▼rP一朝叩】  
Tt■lDrll′1●Ml叩▼一Y亡仲川∪■l▼・）い■川・巾▲＝2l■・00■i  
T吋†DrOVl丘Il‖■dド川コp＝0（沌】   

T一正占押51Cり      78コ  †OI  

T椚什fVt什＝lロユIu－P憎■・n）欄（用glltrP両脚－）  
T■～llorll■打叫■∩亡椚Y⊂ハト叩■■け・‖】dl▲Tp一勺さ†l一・0月1  
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＝  

＝  

0即【b棚一Il：＝  

D87t8ユ81エロ】  
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減たんばく食  

（PrOteinreduceddiet）  

たんばく制限食  
（PrOteinrest「icteddiet）  

低たんばく食  

（10WP「Oteindiet）  

超低たんばく食  
（Ve「ylowproteindiet）  

0．8g／kg／day   

O．7g／kg／day   

O．6g／kg／day   

O．5glkg／day以下  

購
 
川
“
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Ⅶ
 
H
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山
 
 

丁
 
ヰ
 
O
 
T
 
5
 
8
 
 

＝  

一■－   

・■ト  

◆  用ぃ】＋＋l＝用ぃい川」＝柑  

OI Dつ   05  1  コ    5  1ロ  
し‖J【■■hl叩b▼   レII両州】110nlヽ小  

たんばく制限による食事療法の分類と適応   

分類  適応  

減たんばく食  
（0．8g／kg／day）  

たんばく制限食  
（0．7g／kg／day）  

低たんばく食  
（0．6g／kg／day）   

超低たんばく食  
（0．5g／kg／day以下）  

蛋白質摂取過剰の有害性を避ける  

（軽度介入）  

減蛋白食と低蛋白食の中間的意義  
（中間的介入）  

透析導入遅延をめざす  
（積極的介入）  

透析導入の長期遅延をめざす  
（高度介入）  
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たんばく質摂取量と腎機能低下の関連 貼ightEL＝A。。Ⅰ。tM。d2003  

489人の軽度GFR低下者（55－80ml／min）を11年間経過観察した．  

Qujn川e   州ぐdldnIntdk亡  0くゴ〔h Rati8く95ワ・i亡け  

8†Fro【紬1  
1nlake  

（R且ng亡）－ぷ′d  

己1さヤ♭De｛＝ハein  
EsljmJ－ed GFR  
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61q r3丁－65．引   1Ⅸ‖圧Ier亡‖t）  

占つ5（邑う．占－7ニ■】） 187l■0白金一3．う！り  

7う．7r72．才一78．」〉  1うら（06丁－∋．¢ヨ）  

al且178．与一日55：1 1．－19肘＿ら9一∋．7∈．〉  

9Z．三〔8う．d：rl・1き）  ヨう1（1ヨ6－9．q7）  

とコ0チも D亡く】inein  

【≦tlm月Ied GFR  

（n；68）   

＝刃（「亡†亡「亡nt）  

コ′柑（0．中一t一石＿5う：1  

1．8ら（0．糾－5月5）  

1．亡8（D．・’19一ら＿19〉  

コ．8う（087一っヨ6）  

たんばく質摂取量が多いと腎機能低下が促進される危険性が示唆された   
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慢性腎不全に対する低たんばく食事療法の要件  

①たんばく質摂取量を腎機能低下抑制のための有効畳まで減   

少させる   

②炭水化物や脂質から十分にエネルギーを摂取する  

（脂質のエネルギー比率は20一之5％とする）   

③食事全体のアミノ酸スコアを100（perfect）とする  

1）主食類（米飯、／くン、麺など）をでんぷん製品あるいは  

たんばく調整食品を用いる．   

2）たんばく質摂取源は、その60％以上を動物牲食品とする  
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主食を治療用食品に換えることにより  

＿「－＿＿  

副食（おかず）のたんばく質源が増える  

∴  

たんばく質の質が良くなる  

エネルギーが摂取し易くなる  

食事内容が良くなる  

「ご清聴有難うございました」  

中尾 俊之   

20  19  



【参考資料】  

特別用途食品制度のあり方に関する検討会報告書  

平成20年7月4日  

1．はじめに   

特別用途食品制度は、健康増進法（平成14年法律第103号）  

第26条の規定に基づき、販売に供する食品につき、乳児用、幼児  

用、妊産婦用、病者用等の特別の用途に適する旨の表示をしようと  

する者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならないという制度  

である。   

（注）健康増進法第26条の規定に基づく「特別の用途に適する旨の表示」の  

許可には、特定保健用食品も含まれるが、以下における特別用途食品につ  

いては、特定保健用食品を除いたものとする。   

特別用途食品については、健康増進法制定以前の旧栄養改善法  

（昭和27年法律第248号）によって定められた枠組みが基本的  

に維持されたままとなっているが、近年、高齢化の進展や生活習慣  

病の患者の増加に伴う医療真の増大とともに、医学や栄養学の著し  

い進歩や栄養機能表示に関する制度の定着など、特別用途食品制度  

を取り巻く状況は大きく変化している。   

こうした状況を踏まえ、本検討会は、今後の特別用途食品制度の  

あり方について検討することを目的として、平成19年11月に設  

置された。そして、新しいニーズに対応した特別用途食品の役割、  

現状に対応した対象食品の見直し、対象者への適切な情報提供につ  

－1－   



いて検討を行い、平成20年3月に中間取りまとめを公表したとこ  

ろである。また、この間、関係団体等9法人・団体からヒアリング  

を実施している。   

中間取りまとめを公表した後、本検討会は、対象食品の範囲の見  

直しに伴う具体的な審査基準を検討するため、食品群ごとのワーキ  

ンググループを設置し、検討を行った。また、本検討会は、審査体  

制のあり方についても検討を行い、今般、その結果を取りまとめた  

ので、以下のとおり報告する。  

2．新しいニーズに対応した特別用途食品の役割   

特別用途食品については、健康増進法第26条第3項の規定に基  

づく許可試験の実施により、基準や規格が保証されていることか  

ら、品質について一定の信頼性が得られている。その一方で、企業  

表示を信捜している、品質に差がないなどの理由から特別用途食品  

の許可を得た食品であるかを重視していないといった実態も見受  

けられる。   

また、生活習慣病の予防が重視される中で、かつて病者用と考え  

られた食品の中には、病者以外の者への普及が見られるものもあ  

る。   

特別用途食品は、通常の食品では対応が困難な特別の用途を表示  

する機能を果たしており、対象となる者に十分認知されれば、適切  

な食品選択を支援する有力な手段となることが期待できる。対象者  

の栄養摂取のすべてが特別用途食品に依存されるものでないとし  

ても、栄養成分が適切に配合された食品の利用を組み入れることに  

よって、本人が適切な栄養管理を行うことが相対的に容易になるか  
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らである。   

今後我が国は、高齢化がますます進行していくことが予想されて  

いる。これに伴い、循環器系等の疾患による入院受療率も上昇する  

ことが予想されるが、入院治療後できるだけ早期に日常生活に復帰  

できるよう、入院から在宅医療まで切れ目のない形での地域の医療  

機関の連携とともに、在宅療養における適切な栄養管理を持続でき  

る体制づくりが求められている。   

このため、在宅療養に関わる医師、管理栄養士等関係者が連携を  

図るための取組を強化していくとともに、患者の栄養管理に適した  

食品が利用しやすいような形で十分に供給されることが強く求め  

られている。特別用途食品制度は、そのような社会状況の変化に対  

応した新たなニーズに的確に対応できるものでなければならない。   

併せて、特別用途食品制度の今後の方向を考える上では、許可の  

対象となる食品の範囲についても、対象者にとって当該食品を利用  

することがなければ対応が困難となるような食品群に重点化させ  

ることも留意すべきである。このような重点化により、当該制度が  

対象者の食品選択にとって不可欠な存在と意識されることとなり、  

その認知度が高められ、ひいては当該食品の供給の円滑化に繋がる  

ことが期待されるからである。   

また、特別用途食品が幅広く活用されるためには、対象者の選択  

や利用のために必要な情報提供の促進が図られ、最新の医学的、栄  

養学的知見に基づいて適正な審査を経た食品供給がなされるとい  

った基盤整備を図ることも不可欠な取組である。  
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3．対象食品の範囲の見直し   

以上のような観点から、対象食品の範囲については、具体的に次  

のような見直しを実施すべきである。   

第一に、病者用食品の一類型として、総合栄養食品（いわゆる濃  

厚流動食）を位置付けることである。   

一般に、総合栄養食品（いわゆる濃厚流動食）とは、治療中や要  

介護状態の病者が、通常の食事摂取に困難を伴うことから経口での  

摂取が不十分な場合に、食事代替や補助として、必要なエネルギー  

を含め、栄養素のバランスや性状（涜動性）を考慮した加工食品を  

指すものと考えられる。   

総合栄養食品（いわゆる濃厚流動食）は、口腔障害、通過障害、  

意識障害などにより通常の食事が摂れない場合でも、効率よくたん  

ばく質等の栄養成分と熱量を摂取することができ、また、腸管を利  

用することから生理的な栄養補給ができること、長期の使用でも栄  

養成分の欠乏が起こり難いこと等からも、在宅療養も含め病者の栄  

養管理に適するものと考えられる。しかしながら、これまでは特別  

用途食品制度の対象となっていなかったことから、病者の栄養管理  

に適している旨等の表示を行うことができなかった。   

したがって、病者用であることを表示させることによりその認知  

度を高める一方、専ら病者を対象とする食品であることから、その  

栄養組成など品質の確保を図る必要性も高く、これを病者用食品の  

一類型として位置付けることとすべきである。   

なお、当該食品群の名称については、「総合栄養食晶」とするこ  

とが適当と考えるが、これはこれらの食品が口腔、食道の通過や機  
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能障害等のため通常の食事形態による摂食ができない病者に対し  

て、食事の代替となるように栄養素が総合的に配合されたものであ  

るからである。   

第二に、病者用単一食品と栄養強調表示との関係を整理すべきで  

ある。   

現在、病者用単一食品には、低ナトリウム食品、低カロリー食品、  

低たんばく質食品、低（無）たんばく質高カロリー食品、高たんば  

く質食品、アレルゲン除去食品及び無乳糖食品が存在している。   

病者に適切な栄養管理という観点からは、単一食品だけでは必要  

な栄養摂取が達成できないとともに、栄養成分の含有量が低い食品  

であってもこれを大量摂取することは不適切なことから、栄養成分  

表示に基づく的確な摂取量の管理自体が重要と考えられる。   

他方、平成8年度に創設された栄養表示基準（現行では、平成1  

5年厚生労働省告示第176号）においては、高たんばく質、低カ  

ロリ．一及び低ナトリウムに関する栄養強調表示の基準が既に定め  

られており、代替的な機能を果たし得ることから、特別用途食品の  

許可の対象から除外すべきものと考える。   

これは、生活習慣病の予防が重要な国民的課題となる中で、一般  

的な保健対策として脂肪エネルギー比率の減少やナトリウム摂取  

量の減少が取り組まれているが、こうした取組は専ら病者に限定さ  

れるべきものではなく、広く栄養強調表示において対応すべきもの  

と考えられることとも整合的である。   

これに対し、栄養強調表示によって対応することが困難な低たん  

ばく質食品やアレルゲン除去食品等については、引き続き病者用食  
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品の許可の対象とし、当該食品を必要とする病者の選択に役立てる  

ものとすべきである。   

第三に、病者用組合わせ食品を宅配食品栄養指針による管理に統  

合していくことである。   

在宅療養の支援という観点からは、栄養管理がなされた食事を宅  

配で利用できる「宅配病者用食品」の適正利用を推進することが不  

可欠である。このため、平成7年、8年に策定された宅配食品栄養  

指針を改訂し、対象者の栄養管理に利用しやすい内容に改めるとと  

もに、関係事業者に対し積極的な普及を図るべきである。   

また、病者用組合わせ食品については、主として熱量をコントロ  

ールしたものとなっているが、上記指針に基づいた宅配食品の提供  

という方法によって適切な栄養管理を図ることが期待できること  

から、引き続き許可の対象とする必要性は乏しいものと考える。   

ただし、現在の指針においては、その実効性を担保するための仕  

組みが十分とはいえないことから、指針の見直しに当たっては、改  

善を図るべきである。  

第四に、高齢者用食品の取扱いである。   

現行の高齢者用食品については、そしやく困難者用食品とそしや  

く・えん下困難者用食品からなる。このうち、そしやく機能につい  

ては、食品の硬さに対する基準として設定されており、製造事業者  

において容易に対応できるのに対し、えん下機能については、対象  

者の個別の症状を勘案しながら対処する必要があるものとなって  

いる。  
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このため、単なるそしやく困難者用食品については、許可の対象  

から除外すべきものであり、また、残るそしやく・えん下困難者用  

食品についても、対象者は必ずしも高齢者に限られず、様々な疾患  

による障害のある者も対象となることから、従来の高齢者用食品と  

いう区分の名称を変更し、端的に「えん下困難者用食品」とすべき  

ものと考える。   

なお、妊産婦、授乳婦用粉乳については、妊産婦や授乳婦に対す  

る栄養補給として、比較的栄養価が高いと考えられる粉乳によるこ  

とを想定するものであるが、現在では粉乳以外にも様々な栄養源が  

利用可能であり、粉乳だけを許可の対象とする必要性は相対的に低  

下しているものと考えられる。  

4．対象者への適切な情報提供   

対象者が特定の者である特別用途食品について、対象者に的確に  

選択され、利用され、適正な栄養管理がなされるためには、医師、  

管理栄養士等による適切な助言指導の機会が保障されることが不  

可欠である。このため、例えば退院する前に栄養教育を受ける等、  

在宅療養における栄養管理を継続させるための取組を強化してい  

く必要がある。   

上記に加えて、適切な栄養管理の確保に当たっては、地域におけ  

る効率的かつ効果的な保健指導、栄養食事指導を実施する活動拠点  

として栄養士会が運営する栄養ケアステーションにおいて、管理栄  

養士等の地域の人材と医療機関や医療保険者等との連携を図るこ  

と等により、地域における栄養食事指導の実効性を高めていくこと  

が期待される。  
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特別用途食品については、医療機関内で費消される食品と異な  

り、栄養指導等を受けながら、対象者自身が選択し、購入すること  

が基本となる。したがって、対象者において栄養管理に関する基本  

的な知識を体得することが望まれるとともに、医療機関等の専門職  

員においても適切な栄養指導が可能となるよう、特別用途食品の製  

品情報並びに最新の知見に基づく疾患ごとの栄養管理や食事管理  

等に関する情報のデータベース化を図り、利用できるようにすべき  

である。   

また、特別用途食品については、現在は、主たる流通経路を病院  

内の店舗や医療通販によることとしており、広告も原則として自粛  

となっているが、当該食品を利用した栄養管理を行いやすくすると  

いう観点から、同制度に関する認知度を高め、必要な流通の確保を  

図るべく、広告可能な事項を絞った上で一般広告等も認めるなど、  

情報提供の手段を拡充すべきものと考える。   

その際、薬局等の販売事業者においては、購入者に対して的確な  

情報提供に努めることが強く期待される。   

他方、特別用途食品の許可を受けていないにもかかわらず、紛ら  

わしい表示や広告を行って誤認させるようなことがないよう必要  

な対策を講じるべきである。   

また、病者用など特別の用途の対象者にとっては、適切な栄養管  

理という観点から、表示された内容が正確であることが極めて重要  

な意義を有する。このため、健康増進法第27条の規定に基づく収  

去試験の適正な実施など表示内容の真正さの確保に向け必要な措  

置を講じるべきである。  
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5．審査体制のあり方   

これまでの特別用途食品の審査体制としては、規格基準のあるも  

のについては、規格基準に適合しているか否かを厚生労働省医薬食  

品局食品安全部基準審査課新開発食品保健対策室において確認し  

て許可を行い、個別評価型病者用食品については、同省医薬食品局  

食品安全部長の私的懇談会である特別用途食品評価検討会の意見  

を聴いた上で許可を行っていた。   

しかしながら、特別用途食品については、乳児や病者など特別の  

用途のためのものであり、許可に当たっては慎重な手続が要請さ  

れ、殊に個別評価型病者用食品については、最新の医学、栄養学的  

知見に沿った食品供給の確保を図ることが適当であることから、そ  

の審査体制については、強化を図るべきものと考える。   

また、3．で示した対象食品の範囲の見直しを踏まえ、食品群ご  

とに新たな具体的な審査基準の案についても検討を行ったが、その  

結果については別添のとおりである。  

6．その他   

消費者行政推進基本計画（平成20年6月27日閣議決定）にお  

いて、健康増進法に基づく特別用途表示の審査・許可は、新たに創  

設される消費者庁が所管することとされているが、当該制度を移管  

するに当たっては、これが円滑になされるよう十分留意すべきであ  

る。   

また、これまでに特別用途食品の許可を受けていたものであっ  

て、今般の対象食品の範囲の見直しに伴い、特別用途食品の許可の  
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対象から外れるものについては、新制度の施行後もー定の期間の範  

囲内であれば、従来の許可に係る表示を許容するという経過措置を  

講じるべきである。  
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Ⅰ 許可基準型病者用食品（Ⅱ～Ⅴ共通）許可基準（案）  

○許可基準型病者用食品については、以下の基準をすべて満たす必要がある。  

1．基本的許可基準  

① 食品の栄養組成を加減し、又は特殊な加工を施したものあって、医学   

的、栄養学的見地からみて特別の栄養的配慮を必要とする病者に適当な   

食品であることが認められるものであること。  

② 特別の用途を示す表示が、病者用の食品としてふさわしいものである   

こと。  

③ 適正な試験法によって成分又は特性が確許されるものであること。  

2．概括的許可基準  

① 指示された使用方法を遵守したときに効果的であり、しかもその使用   

方法が簡明であること。  

② 品質が通常の食品に劣らないものであること。  

③ 利用対象者が相当程度に広範囲のものであるか、又は痛者にとって特   

に必要とされるものであること。  

3．食品群別許可基準   

食品群別の許可基準（規格、許容される特別用途表示の範囲及び許可され  

た場合の必要的表示事項）を満たしているものであること。  
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Ⅱ 低たんばく質食品許可基準（案）  

別用途表示の  

許容される特  範細  
必要的表示事項  

催たんば   

く 賞 食  

【コ   ロ月  

】 たんばく質含量は、   

通常の同錘の食品の   

1 医師にたんばく質摂故量の制   たんばく質摂  

取制■限を必要  

と す る 疾 患  

（腎施療患な  

ど）に適する  

旨  

隈を指示された場合に限り用   

いる旨  

2 製品の一定量（例えば1個又は1   

片）当たりのたんばく質含量  

3100g及び1食分、1包装その他   

の1単位当たりの熱量とたん   

含量の30％以下であ  

ること。  

2 熱量は、通常の同種   

の食品の含量と同程   

度又はそれ以上であ  

ること。  

3 ナトリ ウム及びカリ  

ぱく質、脂質、炭水化物、ナト   

リ ウム、カリウム、カルシウム、   

リン、その他意図的に強化され   

た成分の含量※  

4 「低たんばく質」を意味する文   

ウム含量は、通常の   

同種の食品の含量よ   

り多くないこと。  

4 食事療法として日常   

の食事の中で継続的   

に食する ものであ  

り、これまで食して   

いたものの代替とな   

るものであること。  

字  

5 医師、管理栄養士等の相談、指   

導を得て使用することが適当  

である旨  

6 食事療法の素材と して適する   

ものであって、多く摂取するこ   

とによって疾病が治癒すると   

いうものではない旨  

※栄養成分等については、熱量、たんばく質、脂質、炭水化物、ナトリウム、カリウム、カ  

ルシウム、リン、その他意図的に強化された成分の含量の順に表示することとし、その  

他の表示方法については栄養表示基準に準じることとする。  
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Ⅲ アレルゲン除去食品許可基準（案）  

る必要がある。  
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Ⅳ 無乳糖食品許可基準（案）  

許容される特 別用途表示の 範囲  
必要的表示事項  

1 食品中の乳糖（又は   

ガラクトース）を除   

去したものであるこ  

乳糖不耐症、  

ガラクトース  

血症に適する  

1 医師に乳糖（又はガラクトー   

ス）の摂取制限を指示された場   

合に限り用いる旨  

2 乳糖（又はガラクトース）の代   

替物の名称  

3 ビタミン、ミネラルの含量  

と。  

2 乳糖（又はガラクト   

ース）以外の栄養成   

分の含量は、通常の   

同種の食品の含量と   

ほぼ同程度であるこ   

と。  

4 標準的な使用法  

5 r無乳糖」を意味する文字  

6 乳たんばく質を含む場合はそ  

の旨  

7 医師、管理栄養士等の相談、指   

導を得て使用することが適当  

である旨  

8 食事療汝の素材と して適する   

ものであって多く摂取するこ   

とによって疾病が治癒すると   

いうものではない旨  
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Ⅴ 総合栄養食品許可基準（案）  

許容される特別 用途表示の俄臨  
必要的表示事項  

1「総合栄養食品（病者用）」の文字  

2 医師、管理栄養士等の指導を得て使用する   
ことが適当である旨  

3 栄養療泣の素材として適するものであっ   

食事として摂取す  1 疾患等により経口摂取が不十   

分な者の食事代替晶として、   

液状又は半固形状で適度な流   

総合 栄養食品  べき栄養素をバラ  

ンスよく配合した  

総合栄養食晶で、疾  

患等により通常の  

食事で十分な栄養  

を摂ることが困難  

な者に適している  

動性を有していること。  

2 別表1の栄養成分等の基   

準に適合したものであ   

ること。※  

（粉末状等の製品にあっては、そ   

の指示通りに調製した彼の状   

態で上記1、2の規格基準を満   

たすものであれば足りる。）  

て、多く摂取することによって疾病が治癒   

するというものではない旨  

4 摂取時の使用上の注意等に関する情報  

5 基準量（別表1）及び標準範囲 く別表2）   

を外れて調整した成分等がある場合はその   

旨（「00調整」）  

6 1包装当たりの熱量  

7 1包装当たり及び100keal当たりのたんば  

く質、脂質、糖質、食物繊維、水分、ナト   

リウム、食塩相当量及びその他基準量（別   

表l）及び標準範囲（別表2）を外れて調   

整された成分の含量  

8 欠乏又は過剰摂取に注意すべき成分がある   

場合はその旨  

※ただし、個別に調整した成分等については、この限りではない。  
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成 分   100kcal当たりの組成   

たんばく質＊1   3．0～5．Og   

脂質＊2   1．6～3．4g   

糖質   50～74％   

食物繊維   （熱量比として）   

ナトリウム   60～200mg   

ナイアシン   0．45mgNE～15mg（ニコチン酸アミドとして）   
パントテン酸   0．25mg以上   

ビタミンA   28pgRE～150〟・gレチノール   

ビタミンBl   0．04mg以上   
ビタミンB2   0．05mg以上   
ビタミンB6   0．06～3．Om   

ビタミンB12   0．12〃g以上   
ビタミンC   5mg以上   

ビタミンD   0．3′～2．5〃．g   

ビタミンE   0．4へノ30mg   

ビタミンK   3～13〃   

葉酸   12～50〃g   

塩素   50～300mg   

カリウム   80～330mg   

カルシウム   33～115mg   

鉄   0．3～1．8m   

マグネシウム   14′、⊥62mg   

リン   45～175mg   
＊1アミノ酸スコアを配慮すること。   
＊2 必須脂肪酸を配合すること。  

別表2（標準範囲）   
成 分   

100kcal当たりの組成   

ビオチン   2．3〟g以上   
亜鉛   0．35～1．5mg   

クロム   1′｝7〃g   

セレン   1～18〃g   

銅   0．04′－0．5mg   

マンガン   0．18～0．55mg   
モリブデン   1～12〃．   

ヨウ素   8′、120〃g   
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Ⅵ 病者用個別評価型許可基準（案）  

病者用特別用途食品たる表示許可の個別評価について   

許可基準型病者用食品以外の病者用食品（個別評価型病者用食品）に係る表示の許可につ  

いては、以下の要件により個別に評価する。   

匪重要頭  

①特定の疾病のための食事療法削の目的を達成するための、効果が期待できるものである  
こと。  

②食品又は関与する成分業2について、食事療法上の効果の根拠が医学的、栄養学的に明ら  

かにされていること。  

③食品又は関与する成分について、病者の食事療法にとって適切な使用方法が医学的、栄   

養学的に設定できるものであること。  

④食品又は関与する成分は、食経験等からみて安全なものであること。  

⑤ 関与する成分は、次に掲げる事項が明らかにされていること。   

ア 物理学的、化学的及び生物学的性状並びにその試験方法   

イ 定位及び定量試験方法  

⑥ 同種の食品の喫食形態と著しく異なったものではないこと。  

⑦ まれにしか食されないものでなく、日常的に食される食品であること。  

⑧ 錠剤型、カプセル型等をしていない通常の形態の食品であること。  

⑨食品又は関与する成分は、「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」（昭和46年6   

月1日薬発第476号薬務局長通知）別紙「医薬品の範囲に関する基準」の別添2「専ら   

医薬品として使用される成分本質（原材料）リスト」に含まれるものではないこと。  

⑩製造方法、製品管理方法が明示されているものであること。  

※1「食事療法」とは、疾病の治療及び再発や悪化の防止を目的として、医師の指示により医学的、   

栄養学的知見に基づき、栄養素等を管理した食事を摂取することをいう。   

※2「関与する成分」とは、食事療法を実施するに当たり、疾病の治療等に関与する食品成分をい  

う。  
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個別評価型病者用食品の許可申請時の添付資料  

① 当該食品を使用することにより、疾病の治療、再発や進展の防止を目的とする病者の   

食事療法として寄与できることが明らかとなる臨床データ（臨床試験成績）が必要であ   

ること。  

② 現に病院等の医療機関において食事療法の一環となる食品として使用され、食事療法   

上の有効性及び使用方法が医学的、栄養学的に明らかにされている食品にあっては、そ   

の有効性等を示す主要な臨床データを添付すること。  

③ 現に食されてはいるものの食事療法上使用されていない食品にあっては、②の資料に   

加え、当該食品の有効性に関する対象群を設けた比較試験データが必要であること。  

① 上記のいずれの場合にあっても、社内資料のみでなく、査読のある学術雑誌に掲載し、   

あるいは掲載予定論文にした資料等の客観的な資料が必要であること。  

⑤ 栄養指導等を行う際の応用例など、食事療法としての使用方法を説明する資料を添付   

すること。ただし、使用方法のうち、摂取量の設定に関する資料が必要なもめにあって   

は、当該摂取量の設定の根拠については、①の資料の中で説明されるべきものであるこ   

と。  

⑤ 食事療法上その食品が日常的かつ継続的に摂取することが可能であることを示す病疫   

等の医療機関における利用実績、患者、医師、管理栄養士等を対象としたアンケート調   

査結果等の資料を添付すること。  
⑦ 毒性等の安全性に関する資料を添付するほか、アレルギーの発生等について文献検索   

等を行い、該当するものがあれば、資料として添付すること。  

⑧ 関与する成分の安定性及び消費期限又は賞味期限を設定するための資料を添付するこ   

と。  

⑨ 品質管理の方法に関する資料を添付すること。  

⑩ 既に許可されている商品と関与する成分、許可を受けた表示の内容、使用方鋲及び食品の   

形態が同一のものである場合は、それぞれの文献を要約した資料があれば、全文を添付する   

必要はないこと。  
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Ⅶ 乳児用調整粉乳許可基準（案）  

1乳児用調製粉乳たる表示の適用範囲   

許可を受けるべき乳児用調製粉乳たる表示の範囲については、母乳代替食品とし   

ての用に適する旨を医学的・栄養学的表現で記載されたものに適用されるものとす   

る。  

2 乳児用調製粉乳たる表示の許可基準   

乳児用調製粉乳たる表示の許可基準は、別紙に示す成分組成の基準に適合したも   

のであることとする。  

3 必要的表示事項   

乳児用調製粉乳として許可された場合の必要的表示事項は、次のとおりとする。  

（1）「乳児用調製粉乳」の文字  

（2）当該食品が母乳の代替食品として使用できるものである旨（ただし、乳児に  

とって母乳が最良である旨の記載を行うこと。）  

（3）医師、管理栄養士等の相言酎旨導を得て使申することが適当である旨  

（4）標準的な調乳方法  

（5）乳児の個人差を考慮して使用する旨  

4乳児用調製粉乳の許可申請時に提出すべき資料   

申請者は次に掲げる書類を添付することとする。  

（1）’申請者が法人の場合には、定款又は寄付行為  

（2）当該食品が乳児用調製粉乳の許可基準の各項目に適合することを証明する試  

験成績書（3通以上）  

なお、この試験は製造日が異なる製品又は別口ツトの製品を3包装以上無作  

為に抽出して国文は地方公共団体等において設置した試験研究機関、その他適  

当と認められる機関において別紙に掲げる試験方法により行われるべきもの  

とし、それぞれの試験成績書には試験機関名及び試験者名の記載並びに責任者  

の捺印があること。  

（3） 表示見本  

販売に際しての小売用容器包装又は添付文書の表示を図示したもの  
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当該食品の自家試験実施結果   

製造所の構造、設備の概要及び品質管理の方法についての説明書   

なお、品質管理の方法については、製造者が設定した当該食品の規格、それ  

を確認するための方法及びその試験結果を記載することとし、製造者による試  

験のみではなく、定期的に外部の試験検査機関による試顔を実施すること等に  

ついて盛り込むこと。   

その他当該食品に関する一般的説明資料   

申請者が製造者と異なる場合は当該食品の製造委託契約書  
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別紙  

乳児用調製粉乳規格  

標準濃度の熱量（100ml当たり）   

熱量   60～70kcal   

成分   100kcal当たりの組成  

′たんばく質  

（窒素換算係数6．25として）   
1．8～3．Og   

脂質   4．4′一－6．0   

炭水化物   9．0′～14．Og   

ナイアシン   300′－1500   

パントテン酸   400′～2000   

ビタミンA   60～180〟g   

ビタミンBl   60′～300／上g   

ビタミンB2   80～500   
ビタミシ由6   35～175〃g   

ビタミンB12   0．1～1．5   

ビタミンC   10′－70m   

ビタミンD   1．0～2．5   

ビタミンE   0．5′－5．Om  

葉酸  10～50〃g  
イノシトール  4～40mg   

亜鉛  0．5へノ1．5m  

塩素  50′）160m   

室リウム  60～180m  
カルシウム  50′）140mg   

鉄   0．45m以上   

「【 銅   35～120   

ノ】一▼ ナトリウム   20′～60m   

盲グネシウム   5～15m   

リン   25～100mg   

α一旦ノヒン酸 0．05以上   
リノール酸   0．3～1．4g  

ノ ∈虹 1′－2  

わール酸／a－リルン酸  5～15   
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Ⅷ えん下困難者用食品許可基準（案）  

1えん下困難者用食品たる表示の適用範囲  

許可を受けるべきえん下困難者用食品の表示の適用範囲については、えん下困難者の用   

に適する旨を医学的、栄養学的表現で記載されたものに適用されるものとする。  

2 えん下困難者用食品たる表示の許可基準  

えん下困難者用食品（えん下を容易ならしめ、かつ、誤えん及び窒息を防ぐことを目的   

とするもの）の表示の許可基準は、次の基準に適合したものであること。  

（1）医学的、栄養学的見地から見てえん下困難者が摂取するのに適した食品であること。  

（2）えん下阻難者により摂取されている実績があること。  

（3）特別の用途を示す表示が、えん下困難者用の食品としてふさわしいものであること。  

（4）使用方法が簡明であること。  

（5）品質が通常の食品に劣らないものであること。  

（6）適正な試験法によって特性等が確認されるものであること。  

（7）別表1の規格を満たすものとする。  

なお、簡易な調理を要するものにあっては、その指示どおりに調理した彼の状態で当  

該基準を満たせばよいものとする。  

3 必要的表示事項  

えん下困難者用食品として許可された場合の必要的表示事項は、次のとおりとする。  

（1）許可を受けた表示の内容として、「えん下困難者用食品」を意味する表示  

（2）許可基準区分  

（3）喫食の目安となる温度  

（4）包装1個当たりの重量の表示  

（5）1包装分が含む熱量、たんばく質、脂質、炭水化物の量及びナトリウムの表示  

（6）医師、歯科医師、管理栄養士等の相談指導を得て使用することが適当である旨の表示  

4 表示借と測定値  

製品は、定量するとき、表示量に対して栄養成分等の分析値が次の範囲内にあること。  

（1）熱量、たんばく質、脂質、炭水化物、ナトリウム  80～120％  

（2）脂溶性ビタミン、ミネラル  帥～150％  

（3）水溶性ビタミン  80～180％  

（4）その他  SO～120％  

5 えん下困難着用食品の許可申請時に提出すべき資料  

（1）試験成績書は、原則として以下の要領により作成するものであること。   

① 試験すべき項目は、硬さ、付着性及び凝集性として、試験方法は、別鰍こ掲げる方  

法によるものとする。  
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② 試験は、製造日が異なる製品か又は別口ツトの製品を3包装以上無作為に抽出して  

行うものとする。   

③ 試験結果は、常温及び喫食の目安となる温度のいずれの条件であっても規格基準の  

範囲内であること。  

（2）許可申請食品が基本的許可基準の各項目に適合することを客観的に証明する資料とは、   

次に掲げる事項を記載した書類をいうものであること。   

① 製造者が設定した許可申請食品の製品規格及びそれを確認するための試験方法   

② 許可申請食品の製造開始時から現在に至るまでの経緯及びその販売実績   

③ 施設等における使用成績が報告されている場合は、当該報告書類  

（3）自家試験実施結果とは、製造者が設定した許可申請食品の製品規格について、その製   

造者が自らの検査施設で試験をした成績書であること。  

なお、自らの検査施設を有しない者にあっては、公的な試験研究機関等他の適当な検   

査機関に依頼して試験を実施しても差し支えないこと。  

（4）品質管理の方法については、製造者が設定した許可申請食品の製品規格、それを確認   

するための方法及びその試験結果を記載することとし、製造者による試験のみではなく、   

定期的に外部の試験検査機関による試験を実施すること等について盛り込むこと。  

えん下困難者用食品の試験方法   

えん下困難者用食品の試験検査方法は、次に示す試験方法又は試験条件によるものとする。  

1硬さ、付着性、凝集性の試験方法について   

試料を直径40mm、高さ20m皿の容器に】5mmに充填し、直線運動により物質の圧縮   

応力を測定することが可能な装置を用いて、直径20mm、高さ8mm樹脂性のプランジャ  

‾を用いて、圧縮速度10mm／sec、クリアランチ5mmで2回圧縮測定する。測定は冷た   

くして食する又は常温で食する食品はIO±2℃と20±2℃、温かくして食する食品は20   
±2℃と45±2℃で行う。  

2 成分分析表及び熱量の試験方法について   

成分分析表及び熱量の試験方法は、「栄養表示基準における栄養成分等の分析方法」に   

よるものとする。  
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（別表1）許可基準（えん下困難着用食品）  

許可基準1   許可基準Ⅱ   許可基準Ⅶ   

硬さ  

（一定速度で圧縮  
した時の抵抗）  3×10a ～lXlO4   1×103 ～1×104   3×102 ～2×10」   

（N／m2）  

付着性（J／m3）   5×10～4×102   4×10～1×103   3×10～1．5×103   

凝集性   0．2～0．6   0．2～0，9  

参考   均質なもの（例えば、  均質なもの（例えば、  不均質なものも含む  

ゼリー状の食品）   ゼリー状又はムース  （例えば、まとまりの  

状等の食品）   よいおかゆ、やわらか  

いペースト状又はゼ  

リー寄せ等の食品）   

測定方法については付記を参照  

－ 24 －  
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●からだの生理学的機能な   

どに影響を与える保健機   

能成分を含む食品で、血圧、   

血中のコレステ0－ルな   

どを正常に保つことを助   

けたり、おなかの網子を整   

えるのに役立つなどの特   

定の保健の用途を表示す   

るもの  

厨P8へ   

栄養素（ビタミン・ミ  

ネラル）の補給のた  
めに利用される食品  
で、栄養素の機能を  
表示するもの  

甘P6へ   

医薬品  
（医薬部外品を含む）  
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●安全性の碓儒  

〔表戸P12へ  

●虚偽誇大広告等の♯止  

こ許P14へ  
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栄養成分表示   
食品において、その栄養成分の董や熱1に関する表示がなされているものがあり  

ます。これらは、栄養表示基準により定められた表示すべき内容及び方法に従って  

表示することとされています。（あくまで、栄華表示は強制ではありません。）  

栄養成分とは、たんばく篤、脂篤、炭水化物、無機儲（亜鉛、カリウム、カルシウム、クロム、セレン、  

鉄、銅、ナトリウム、マクネシウム、マンガン、ヨウ素、リン）、ビタミン（ナイアシン、パントテン酸、  

ピオテン、ビタミンA、ビタミンB、ビタミンB；｝、ビタミンB6、ビタミンB，こ）、ビタミンC、ビタミン  

D、ビタミンE、ビタミンK、葉酸）です。  

栄泰成分の兼や熱憂に関する表示は、熱覆、たんばく篤、脂質、  

炭水化物、ナトリウムの順番で表示されますこ．．その次に他の栄  

養成分、例えばカルシウムやビタミンCなどが表示されます（炭  

水化物の代わりに、糖質及び食物繊維で表示されることもあり  

ます） 

ビスケット  

栄養成分表示  

1袋（75g）当たり  

熱帯  

たんばく贅  

脂質  

炭水化物  

ナトリウム  

カルシウム  

390kcc】1   

5．3g  これらは、100臥100血、1食分、1包装その他の1単位当   

たりで表示され、含有量の表示は、一定億で記載される囁合と、   

～∴∴∃gのように下限値及び上限値の幡で記載される場合  

があります。   

けIg  

49．1g  

311け1g  

20一丁lg  

攣純に婁を表示するだけでなく、高∴十∴八八入り、低  F、X  

Xオフなどの表示をする喝合もあります（次ページ）。  
低脂肪ヨーグルト  

i▼ 、▼、．▼  

栄泰成分表示  

100g 当たり  

熱里  

たんばく賢  

脂質  

d7kcoi   

3．1g   

O．5日  

12－dg  

ぺさr11くご  

100mg  
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国民の栄養摂取の状況からみて、その欠乏が国民の健康の保持増進に影響を与  

えているとされる栄♯成分については、食品において、「補給ができる」旨の表示を  

することができます。   

具体的には、食物繊維、カルシウム、ビタミンCなどがこの表示の対象とされてお  

り、「源」「供給」r含有」「入り」「使用」「添加」など含む旨の表示、「高」「多」「豊吉」  

など1が高い旨の表示、他の食品と比べて栄養成分等の1が強化きれている旨の  

表示の3種類があります。これらの表示をするには、含有量が基準値以上である必  

要があります。  

一
山
′
 
′
 
 

・
 
 
■
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・
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【第‖■］   【第2蠣】  

高い旨の表示をする場合は、次のいずれかの  含む旨又は強化された旨の凛示をする場合は、  
基準値以上であること   次のいずれかの基準値以上であること  
［高、多、豊葛、リッチ］  【源、供給、含有、入り、使用、添加】  

栄養成分  
～より強化された旨の表示をする場合は、次  

のいずれかの基準儀以上強化されていること  

忍温1諾呂a－     器濃 一■   

たんばく賞   15g  （7・5q）  7▲5g   7，5g  （3・8g）  3、8g   

食物繊膿   6g  （3q）  句   3（j  （15〔】）  15∈；   

亜鉛（Zn）   2・10m9   （1伽†¶g）   0ノOnlg  1■05r¶9   〔0▼53nlg）   C・35n「g   

カルシウム（C白）  210け1日   （105一丁一日）   7帥1日   10帥1q   （53rT■唱）   35r明   

鉄（Fe）   2・25m9   （1▲13mg）   075m9  1・13mg   （056mg）   0・3鋸1g   

鋼（Cu）   0・1酎†1日   （009一丁一日）   006rTl臼  OJO9汀1り   （005「Tlq〕   C・03m9   

マグネシウム（Mg）  75mg   （38mg）   ？5mg   38mg   （1gmg）   13mg   

ナイアシン   3帥1g  り7r†唱，）   て、1汀1g   1，7け1g   （0・8r†嘲   （う6rT19   

パントテン酸  1・65m9   （0月3mg）   0・55mg  0月3mg   （0・41m9）   0▲28mg   

ビオテン   1d〃q   （〔i・臼〟q二）   ＝〟り   （i・冒〃9   （二う・4〃0）   ニそニl〟q   

ビタミンA   135〃g   （68〟g）   45〃g   68〃9  （34〃g）  23〃q   

ビタミンBl   0・30rT】9   （〔】15r†1g）   0、1（〕n‾唱  r〕15rl19   （Or洞「†嘲   

ビタミン82   0・33mq   （017mg）   011「¶q  0、17mg   （0■0日mq）   

ビタミンB8   0－30Illq   （015mq）   010r「1q  0・15r†1q  （叩8nlq）  

（川ざ州q              0 

′06mq．            005－11q ∃   
ビタミンB12   0・60〃g   l甘30〃q）   020〟q  0・30〟り （015〃q） 

ビタミンC   24rl19  く12叩9〕  8汀■9   12mg （6r7唱） 0・10〃〔】 4r†－ら三戸  

ビタミンD   1・50〟g   iO・75〟g）   050〟g  （〔）38〟9）  ‖  

ビタミンE   2巾¶9   （12r「19）   0・8m目   12mq  （06mq） 

葉酸   60〃g   （30ん廟  20〟与〕   30〃q  （1沈廟  （冊91                 10〟g  
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国民の栄兼摂取の状況からみて、その過剰な摂取が国民の健康の保持増進に影  

響を与えているとされる栄養成分については、食品において、「適切な摂取ができる」  

旨の表示をすることができます。   

具体的には、熱i、糖類、ナトリウムなどがこの表示の対象とされており、「無」「ゼ  

ロ」「ノン」など含まない官の表示、「低」「ひかえめ」「少」「ライト」など低い旨の  

表示、他の食品と比べて栄書成分等の1が低減されている旨の表示の3種類があり  

ます。これらの表示をするには、含有量が基準値以下である必要があります。  

【筆1鞘］  

含まない旨の表示をする囁合は∴次のいずれ  

瀬の萎準使に満たないこと  

〔無、ゼロ、ノン、レス〕  

【第2欄】  

低い旨の表示をする場合は∴次のいずれかの  

基準値以下であること  

【低、ひかえめ、少、ライト、ダイエット、オフ】  

～より低減された旨の表示をする場合は、次  

のいずれかの蔓準備以上減少していること  
栄養成分  

一般に飲用に供する  

滴状での食品100汀‖  

当たりの場合  

一般に飲用に供する  

液状での食品100ml   

当たりの場合  

食品100g  
当たりの場合  

食品100g  
当たりの場合  

∴…  

飽和脂肪酸  －、：  リ1こ1  かつ飽和脂肪酸由宋エネルギーが全エネ  

ルギーの10％  

骨刊  1；：二廿里  

かつ甑軒沌旨肋簡の講有嬰く：＊）  

lこうり  りブ予；り  

n、ブ飽和脂肪較のエネルギー腰骨10裾二＊   

二＊）は、1食分の挙を15g以下と藁ホす  

るものであって、当該食品け】の指肌酸・プ〕  

挙のうち飽和脂肪鮫の含萄割合が15恥  

1◆く；  

ニ汗1L、一j  

ひつ棺軒指兢棺の筈考墨1二＊二）  

t 

上  

か二囁諦．…弓義視種のエネルギー塁が「C与か、＊：：・   

ミ■＊〕は、†陰分の亭を15g揖トと表示す  

るものであって、当該苺岸J二1】の脂坑輯の  

軍のうち終弧脂司書蝦の含毎割合が15鞄  

山下で哨戒（ユ‾㌻ているミニjのを探く  

コレステロール  

山下で梢成されている‡三Jのを隙く  

糖類  

ナトリウム  

ノこ）リ   

ノ・L．：r、1（ニー  

：－■リ  

L′」！1L  

ー
一
．
．
 
 

三主：ドレッシンツタイブ議扶持．しりつゆるノンオイ．↓トレソシンク廿二つし、こ、脂質の含まなし1這‘の表ゎについ   

ては㌻0．b巳・を当分の閻㌻コOg姜とする・∵木責三才、実売責示塁準則東軍∠1及び葦5を撃i讐しノたものであるこ  
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栄♯機能食品は、栄養素の機能の表示をして販売される食品です。栄♯機能食品  

として販売するためには、一日当たりの摂取目安tに含まれる当該架兼成分1が定  

められた上・下限値の範囲内にある必要があります。また、栄♯機能表示だけでなく  

注意喚起表示等も表示する必要があります。  

商品名000  

栄養機能食品（カルシウム）  

カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。  

「食生活は、主食、主薬、副菜を基本に、食事のバランスを。」   

名称：カルシウム含有食品  

原材料名：‥・、‥・、‥・  

賞味期限：欄外こ紀載  

内容t：00g  

製造者：△△株式会社   

栄養成分表示：1粒当たり  

エネルギーOkcaI、たんばくギOg、脂賞Og、炭水化物○臥ナト  

リウムOg、カルシウムOmg  

l日当たり摂取目安1：1日当たり2檻を目安にお召し上がり下さい。   

摂取の方法及び摂取をする上での注意事項：水に溶かしてお召し上  

がり下さい。本品は多■摂取により疾病が治癒したり、より健康が増  

進するものではありません。1日の摂取目安暮を守ってください。   

1日当たりの摂取目安暮に含まれる当該栄養成分の暮が栄養凛  

等表示基準値に占める割合：カルシウム○％   

調理又は保存の方法：保存は高温多湿を避け、開封後キャップを  

しっかり閉めて早めにお召し上がり下さい。   

本品は、特定保健用食品と異なり、厚生労働大臣により個別審査  

を受けたものではありません。  
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楽赤字は栄養機能食品としての義務表示事項  
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保健用食  
．l  

特定保健用食品（条件付き特定保健用食品を含む。）は、食品の持つ特定の保健  

の用途を表示して販売される食品です。特定保健用食品として販売するためには、  

その有効性や安全性の審査を受け、表示について国の許可を受ける必要があります。  

特定保健用食品（又は条件付き特定保健用食品）には、許可マークが付されています。  

特定保健用食品  

商品名000   

名称：清涼飲料水  

原材料名：‥・、‥・、‥・  

賞味期限：00／△△／口二二  

内容1：00g  舜健帝  

一
一
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許可表示：00は△△を含んでいるため、食生活で不足しがちな  

食物繊維が手軽に取れ、お通じを良好に保つことに役立ちます。   

栄養成分表示：1粒当たり  

エネルギーOkcal、たんばく賞Og、勝賞Og、炭水化物○臥ナト  

リウムOg、カルシウムOmg、関与成分Og   

l日当たりの接種目安■：1日当たり2袋を目安にお召し上がり下さい。   

摂取方法：水に清かしてお召し上力り下さい。   

摂取をする上での注意事項：一度に多暮に摂りすぎると、おなか  

がゆるくなることがあります。1日の摂取暮を守ってください。   

調理又は保存の方法：直射日光を避け、涼しいところに保存して  

ください。  

製造者：000株式会社 東京都△△区‥‥   

（1日あたりの摂取自費1に含弄れる覿当栄養成分の■が栄養素辛夷示萎準瞳に占め  

る割合：叩与成分が栄井所要暮の定められた成分である場合）  ．
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※赤字は特定保健用食品としての義務表示事項  



ト  

特定保健用食品の幕藩で求めている  

有効性の科学的根拠のレベルには届か  

ないものの∵十定の有効性が聞認され  

る食品を、限定的な科学的棉拠である  

特定保健鵬品  示をすることを条件として朋  

個別許可型  

（疾病リスク低減表示を含む。） 

規格基準型  関与成分の疾剛スク低減効果が医  

学的・栄養学的に確立されている増合、  

疾病リスク低減表示を認める 

l 

［カルシウムと骨相顆症〕目頭の運動と、適切な璽のカルシウムを含む健康的な食事は乳1女性が健全な   
′－  骨の健康を維持し、歳をとってからの骨租影症になるリスクを低減するかもしれません（ 
■ 

′  ［葉酸と子どもの神経管閉鎖障害］適切な筆の葉酸を含む健康明な食事は、女性にとって、ニ誹脊椎など  

の神経管閉鎖障害を持つ子ともが生まれるリスクを低減するかもしれません 

∴ミニ   
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審査中請書  

（添付資料）  

許可を受けようとする  

食品の分析用サンプル  
許可申請書  
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特別用途食品   
特別用途食品は、乳児、幼児、妊産婦、病者などの発育、健康の保持・回復などに適  

するという特別の用途を表示して販売される食品です。特別用途食品として食品を  

販売するには、その表示について国の許可を受ける必要があります。   

（健康増進法に基づく「特別の用途に適する旨の表示」の許可には特定保健用食品  

ト・P8）も含まれますが、以下では特定保健用食品を隙いた特別用途食品について  

説明します。）   

特別用途食品には、病者用食品、妊産婦・授乳婦用粉乳、乳幼児用調製乳及び高齢  

者用食品があります。表示の許可に当たっては、許可基準があるものについてはそ  

の適合性を苔宣し、許可基準のないものについては個別に評価を行っています。  

食品の種類としては、病者用食品lこは、単一食品（しょうゆ、ジャム等）及び組合わ  

せ食品（複数の食品をセットにしたもの）があります。  

特別用濃食品  

病者用単一食品  

低ナトリウム食品  

低カロリー食品  

低たんばく食品  

低（無）たんばく斐高カロリー食品  

高たんばく賞金品  

アレルゲン除去食品  

無乳糖食品  

病者用組合わせ食品  

減塩食調製用組合わせ食品  

糖尿病食調製用組合わせ食品  

肝臓病食調製用組合わせ食品  

成人肥満症食調製用組合わせ食品  
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性の確保  
「健康食品」による健康被害を防止するため、日頃から情報収集に努めているほか、  

必要に応じて流通禁止の指渾をとることもあります。  

！  

穎「健康食品」として販売されているものの中には、医薬品成分が混入しているものもあるため、それら   

について連携して監視しています。  

1．基本的心得   

健康被害発生の未然防止及び拡大防止のため、食品担当部局と医薬品担当  

部局の密接な連携による迅速な対応  

2．健康被害儲生時の対応  

（り都道府県等  

相談受付→聞き取りや成分分析等の調査  

→厚生労働省への報告  

→情報提供等被害拡大防止のための対応  

（2）厚生労働省  

情報収集・評価  

→健康被害の原因と疑われる食品名等の公表  
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人の健康を損なうおそれがない旨の  

確証がない  

健康被害の態様からみて一般に飲食  

に供されていなかった物を含む拝い  



I 

さらなる安全性の確保のため、事業者の自主的な取り組みが進められています。  

焉縮等の加工工程を経る錠剤、カプセル状等の形状の食品について、そのものの均質化を図り  

信頼性を高めるため、「適正な製造に係る蔓本的考え方」に従い、品賃の確保（製造工程管理に  

よる安全性及び有効性の確保）を図る。  

原料の受け入れから景終製品の出荷に葦る全工程について、一定の品寅の製品を製造するための  

様々なチェックを設け、製造管理、品質管理の両観点から、ハード面（構造設備トソフト面（作業管理）  

にわたる工程管理を推進する 

、一 ＿ （忌  鹿盟 
○
ハ
〕
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社
製
造
工
場
 
 

、◆騙蕗  ∧・へ県  
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売
店
 
 

ー→ 

J  」遠忌  

、－－－、  ◆、、 

、◆1療L  

霞事業者が販売する同一の食品について、常に同一の品質を確保   

原材料の中に天然に微震に含まれる毒性物質が濃縮された場合の過剰摂取による健康被  

害を防ぐため、原材料の安全性確保に関するガイドラインに従い、自主点検を実施する。  

ノ
ヽ
一
 
 

・
．
 
、
■
－
 
 

＜原材料の安全性に関する自主点検フローチャートのポイント＞  

1原材料の製造に使用される婁原原料について、文献検索で安全性・毒性情報等の収集を行う。  

2ノ食経験に基づいて安全性を担保できない囁合等は原材料等を用いて毒性試験を行う。  
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虚偽誇大広告等の禁止   

健康ブームと称されるような昨今の健康意識の高まりに伴い、健康に関する広告  

等を行って販売される多種多様な食品が市場に出回っています。これらは一般的に  

「健康食品」として認識され、その利用が増えています。   

これらの食品については、期待される健康保持増進効果等を得るために、長期的  

かつ継続的な摂取が推奨モれる傾向があ臥健康保持増進効果等について必ずしも  

実証されていない広告等が規制されることなく放正された唱合、これを借じた国民  

が適切な診療機会を逸してしまうなど、国民の健康の保持増進の観点から重大な支  

障を生じるおそれがあります。  

このような趣旨から、食品として販売に供せれる物の健康保持増進効果等につい  

て、「著しく事実に相違する」「苧しく人を誤認古せる」ような広告等の表示（虚偽  

誇大広告尊）を行うことは禁止されています（健康増進法第32条の2）。  
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次のような事項について、虚偽誇大広告等を行うことが禁止されています。  
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（‡）健康の保持増進の効果  

（例）「疲労回復」「血圧が高めの方に適する」   

②含有する食品又は成分の圭  

（例）「大豆が00g含まれている」「カルシウム00mg配合」   

③特定の食品又は成分を含有する旨  

（例）「プロポリス含有」「00抽出エキスを使用しています」   

④熱量  

（例）「カロリーオフ」「エネルギーOkcaり   

⑤人の身体を美化し、魅力を増し、率ぽうを変え、又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つこ  

とに資する効果  

（例）「皮膚にうるおいを与えます」   

♯上記の（例）については、あくまで虚偽誇大広告専を行うこと禦止されるものであり、（例）そのものの表示が詳   

止されるものではありません。  
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次の要件すべてに該当すると消費者が認識できるものは、規制対象となる広告等に該当すると判  

断されます 

や顧客を誘引する（顧客の購入棄欲を昂進させる）意図が明確にあること 

老特定の食品の商品名等が明らかにされていること。   

萱．十般人が認知できる状態であること 

虚偽誇大広告等であるか否かは、以下の構点から判断しています。  

丁、：表示内容全体から一般消貴書が受ける印象■認識が基準となります。   

②例えば、「讃しく」とは、一般消費者が広告等に善かれた内容と当該食品を摂取した場合に実  

際に得られる効果との相違を知っていれば、「当該食品を購入することに誘い込まれることはな  

い」と判断できる場合をいいます。   

溝また、「事実に相違する」とは、広告等において強調される表示内容と実際に得られる効果等  

が異なる場合をいいます。  

（例）十分な実験結果等の根拠が存在しないにもかかわらず、「3ケ月でこコkgやせることが実証  

されています。」と表示している場合   

す一方、「人を誤認させる」とは、広告等から認識することとなる健康保持増進効果等の「印象」  

や「期待感」と実際に得られる効果等に相遵がある場合をいいます。  

（例）根拠となる学術データのうち、その食品にとって不都合な部分を無視し、有利な箇所のみ  

を引用している場合  
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過大な効果をアピールする広告、過度の期待感  
を抱かせる広告にはくれぐれも気をつけましょう。  二
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関連情報   

「健康食品」の有効性・安全性について中立的な情報提供を行うデータベースを独立行政法  

人国立健康・栄兼研究所のホームページに開設し、普及啓発を図っています。ひとりでも多くの  

方にご利用いただき、その健康づくりに役立てていただくようお願いします。  

WWW．nih．go．jpねiken／   

「健康食品」の制度の内容についてより詳しく知りたい方は、厚生労働省ホームページを御  

覧ください。また、お宅話でのお問い合わせは下記まで。  

http：〟ww．mMw．g0．jpftopics／bukyoku／iyaku／  
＄yOku・anZen／index．html  

厚生労働省医薬食品局食品安全部基準書萱課  

新開発食品保健対策室 TELO3－5253－1111（代表）   



頁・該当箇所   誤   正   

5頁   牲）ドレッシングタイプ調味料  注）ドレッシングタイプ調味料（い   

注）   （いわゆるノンオイルドレッン  わゆるノンオイルドレッシング）に  

ング）について、脂質の含まない  ついて、脂質の含まない旨の表示に  

旨の表示については、「0．5g」  ついては、「0．5g」を当分の間  

を当分の間「旦＿吐且」とする。   一旦」 

8貞   一日当たりの墜整目安量   一日当たりの盈墾田安曇   

パッケージ表示例  

8頁   （落丁）   」＿盆生㍍引ま、主食ユ主菜、副菜を基   

パッケージ表示例  本に、食事のバランスを（義務表  

示の落1‾）  




